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教育委員会会議録

１ 開 会 平成３１年１月２５日 午前１０時

２ 閉 会 平成３１年１月２５日 午前１１時５０分

３ 教育委員会出席者

教育長 美馬 持仁

委 員 辻 貴博

委 員 藤本 宗子

委 員 小林 信行

委 員 河口 雅子

委 員 菊池 健次

４ 教育長及び委員以外の出席者

副 教 育 長 勢井 研

教 育 次 長 青山 佳裕

教 育 次 長 竹内 敏

コンプライアンス推進室長 乾 修治

教 育 創 生 課 長 長町 哲治

教 職 員 課 長 藤川 正樹

福 利 厚 生 課 長 吉田 崇

学 校 教 育 課 長 藤本 和史

教 育 文 化 課 長 木野内 敦

教 育 政 策 課 長 臼杵 一浩

教 育 政 策 課 副 課 長 木下 淳子
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［開 会］

教育長 定例会を開会する旨を告げる。

［会議録の承認］

教育長 配付されている会議録を承認して差し支えないかを各委員に諮る。

各委員 異議なし。

教育長 会議録を承認する旨を告げる。

［教育長報告］

副教育長 １１月定例県議会における質疑応答の概要について報告する。

［議 事］

教育長 議案第５２号，議案第５３号，議案第５４号，議案第５８号，議案第５９

号，議案第６０号，協議事項１，協議事項２，報告事項１を非公開として

差し支えないかを各委員に諮る。

各委員 異議なし。

教育長 そのように取り計らうこととし，議事に入ることを告げる。

《議案第５７号 教育職員免許に関する規則の一部を改正する規則について》

教育長 説明を求める。

教職員課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

教育長：改正の特徴は何か。

教職員課長：自由度，裁量の範囲が増えたことである。

教育長 議案第５７号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第５７号を原案どおり決定する旨を告げる。
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《報告事項２ 平成３２年度徳島県公立学校教員採用候補者選考審査の変更点について》

教育長 報告を求める。

教職員課長 内容等を報告する。

〈質 疑〉

教育長：名簿登載期間更新制度とはどのようなものか。

教職員課長：国内の大学院進学予定者又は大学院に在籍する者が，徳島県公立学校教

員採用候補者選考審査において採用候補者名簿(Ａ)に登載された場合，

名簿登載期間の更新申請を行うことにより，名簿登載の有効期間をさら

に１年間延長できることとするものである。

小林委員：音楽の聴音記譜を廃止するのは，必要がないからか。

教職員課長：必要がないわけではないが，項目が多く受審者の負担となっていた。他

県の状況もみて，聴音記譜を廃止することとした。

教育長：大学でも学んできている内容であり重複する面もある。聴音記譜の力はほと

んどの者が持っていると考えられる。

小林委員：学校現場に必要ないからではないのか。

教育長：必要ないのではない。

河口委員：以前に関わったことがあるが，音楽実技は審査に大変時間がかかる。音楽

を専門にしている人は，だいたい力がついていると思うので，審査項目に

なくても大丈夫であると考える。小学校の体育と音楽を選択にすることに

ついて，他県では音楽がなくなっている状況がある。選択制にすることに

より，受審者の負担が大きく軽減されると思われる。

教職員課長：小学校現場では，どちらかを担当して力を発揮していることがあると聞

いている。実態に即した形で審査することになるという面もある。

教育長：昨今，教職員を目指す人が減ってきている。まずは，もっともっと受審して

いただきたい。いい教員の争奪戦となっていくことも予想される中で，しっ

かりとした専門性を確保した上で，受けていただく方にも受審しやすくなる

よう日程も工夫した。これから必要な英語や情報などの経歴や実際の力，専

門性を持った人も採用したいという大切なところはカバーしている。今回，

多くの変更をしているがそのようなことを目指しているものである。

《議案第５５号 徳島県立学校規則の一部を改正する規則について》
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教育長 説明を求める。

教育創生課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

辻委員：来年度，転学した生徒が卒業すれば，今回設置した学科について，もう一度

規則の改正を行うのか。

教育創生課長：転学した生徒が卒業する来年度末に，廃止のための規則の改正を行う。

辻委員：転学予定の生徒が留年した場合は，どうするのか。

青山教育次長：例えば機械科の生徒が留年した場合は，機械ロボットシステム科に転

科するという形が考えられる。

教育長 議案第５５号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第５５号を原案どおり決定する旨を告げる。

《議案第５６号 徳島県立高等学校総合寄宿舎処務規程の一部を改正する訓令について》

教育長 説明を求める。

教育創生課長 内容等を説明する。

〈質 疑〉

特になし

教育長 議案第５６号を原案どおり決定してよいかを諮る。

各委員 異議なし。

教育長 議案第５６号を原案どおり決定する旨を告げる。

［非公開］

《議案第５４号 徳島県立学校使用料・手数料徴収条例の一部を改正する条例について》

《議案第５２号 徳島県学校職員定数条例の一部を改正する条例について》



- 4 -

《議案第５３号 徳島県立牟岐少年自然の家の設置及び管理に関する条例等の一部を

改正する条例について》

《議案第６０号 学校業務支援システムの共同化に関する事務の受託に関する協議に

ついて》

《協議事項１ 平成３１年度当初予算案について》

《協議事項２ 平成３０年度２月補正予算案について》

《報告事項１ 公益通報の受付・処理状況について（平成３０年１０月～１２月分）》

《議案第５９号 文化財の保護に関する条例の一部を改正する条例について》

《議案第５８号 平成３０年度徳島県藍青賞の受賞者について》

《議案第６３号 退職手当の支給制限処分について》（追加）

［閉 会］

教育長 本日の議事が全て終了したので閉会する旨を告げる。

閉 会 午前１１時５０分


